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「グルメピック」ロゴデザイン募集要項 

 

 

 

１ 趣旨 

公益社団法人全国調理師養成施設協会(以下「本協会」という)は、全国の調理師養成施設

(以下「養成施設」という)の学生を対象に、毎年「調理師養成施設調理技術コンクール」を

開催している。 

令和３年２月は第 37 回目の開催となるが、これまでの開催内容を見直し、新しいコンクー

ルとして開催することとなった。 

これを機に、かつて使用していた同コンクールの愛称「グルメピック」を復活させ、広く

アピールするためのロゴデザインを募集する。 

※全国調理師養成施設協会については、本協会サイト参照のこと 

https://www.jatcc.or.jp/ 

※調理師養成施設については、本協会サイト「調理師学校って？」を参照のこと。 

https://www.jatcc.or.jp/for_students/cooking_school/ 

 

２ 募集内容 

(１) 募集デザイン 

「グルメピック」のテキストロゴとシンボルマーク 

※採用作品を使用する際、作品を一部修正・改変する場合がある。 

※テキストロゴとシンボルマークは別々に使用する場合がある。 

(２) ロゴの用途 

 グルメピックをアピールするための印刷物、出版物、ワッペン等 

(３) デザインイメージ 

 以下のグルメピックの内容を踏まえ、躍動感のある、明るく楽しいデザインとする。 

【グルメピックとは？】 

全国の養成施設卒業見込み者全員を対象とし、これまでに養成施設で学んだ調理技術を

競う大会。大会は地区大会と全国大会がある。 

地区大会(全国７地区に区分予定)には、各養成施設の代表として、料理部門(日本・西洋・

中国)ごとに選出された選手が出場する。課題は養成施設で修得した基本的調理技術。各地

区大会の成績上位者には、全国大会の出場権が与えられる。 

全国大会では、地区大会の狭き門を勝ち抜いた選手が、これまで培った調理技術を存分に

発揮し、指定の課題作品を調理する。課題は養成施設で修得した応用技術で、地区大会の課

題より高度なもの。成績優秀者には、内閣総理大臣賞や参議院議長賞が贈られる。 

 

https://www.jatcc.or.jp/
https://www.jatcc.or.jp/for_students/cooking_school/


３ 応募方法 

(１) 提出物 

① 「グルメピック」ロゴデザイン応募用紙(本協会サイトよりダウンロード) 

② 「グルメピック」ロゴデザイン 

※応募に係る一切の費用は応募者の負担とする。また、作品は返却しないものとする。 

(２) 提出様式、データサイズ等 

① 手書きイラストあるいはデジタルデータとし、使用色数は３色まで 

② プリントサイズＡ４判 

③ 提出データは JPEG、PNG、GIF 又は PDF で１～５MB 

(データサイズが大容量でメールに添付できない場合は、オンラインストレージ等を利

用) 

(３) 送付方法 

① 『「グルメピック」ロゴデザイン応募用紙』に必要事項を明記のうえ、作品とともに、

メールあるいは郵送により応募する。 

② 応募点数に制限はないが、応募用紙１枚につき１点とする。 

(４) 注意事項 

① 応募作品は未発表で、応募者のオリジナルのものに限る。 

② 既存のロゴデザインの模倣や著しく類似したもの、公序良俗や法令に反するもの、第三

者の権利を侵害するもの、他のコンテストに応募しているもの等は審査の対象外とする。

また、採用後であっても、これらの条件に違反していたことが判明した場合は、採用は無

効とする。 

③ 応募された個人情報は、本募集に係る事務以外には使用しない。ただし、採用者の氏名、

作品及び作品の説明は本協会サイトに公表するものとする。 

 

４ 応募資格 

一般、学生・生徒 

 

５ 応募締切 

令和３年２月８日（月）（必着） 

 

６ 採用賞金 

採用作品１点（賞金３万円） 

 

７ 審査方法 

本協会「コンクール実行委員会」において、アピール効果、デザイン、機能性などを考慮

し、下記選定基準により審査する。 

【選定基準】 

・グルメピックのコンセプトに適合しているか 

・グルメピックへの興味を引くことができるか 



・独自性があるか 

・記憶に残るか 

・汎用性があるか(小さくしても見えるか) 

 

８ 発表 

 令和３年３月頃 

 

９ 著作権等 

採用作品に関する著作権、商標権その他一切の権利は、本協会に帰属する。 

採用作品制作者は著作者人格権を行使しないものとし、採用作品について本協会が商標・

意匠の出願・登録をすることを認める。 

採用作品以外の応募作品の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。 


